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はじめに 
現在、我が国の 65 歳以上の高齢者人口は 2,963 万人、高齢化率は 23.1％の超高齢社会に

達しています（国立社会保障・人口問題研究所 2013 年）。さらに、これから 10 年後の団塊

世代が 75 歳を迎える 2025 年には、高齢者人口は現在よりも 730 万人増えて高齢化率は

30.3％となり、超高齢社会はさらに進展することが確実です。我が国は、高齢者人口の増加

を見据えた新たな社会システムづくりに取り組む必要があります。 

健康状態が悪く医療や介護サービスを必要とする高齢者が安心して在宅療養できる生活

環境を整備する。在宅医療と介護サービス関係事業者の負担が軽減され、高品質なサービ

ス提供が実現できる在宅療養における環境整備が喫緊の課題です。 

 一人の高齢者（患者）に対して、在宅医療と介護サービス関係者は医師、歯科医師、訪

問看護師、薬剤師、介護支援専門員、作業療法士、ホームヘルパーなど多くの専門職種と

の関わりを持ちます。また、事業者は病院、診療所、歯科診療所、調剤薬局、訪問看護ス

テーション、居宅介護事業所、通所介護施設、地域包括支援センターなど多岐にわたる事

業者と関係します。当然のことながら、これら関係者が連携して情報を共有し、コミュニ

ケーションを充実させることで、協働体制によるサービスの提供が求められますが、職種

も事業者も異なり、標準化もされていない現状では十分な連携ができない問題に直面して

います。 

医療や介護という垣根を越えて、患者の情報を関係者間で共有することが、今以上に必

要となります。既に先進的な取り組みによって、関係者間の情報共有を可能にしている地

域もありますが、標準化されていないのでその地域を離れてしまうとその恩恵を得ること

はできなくなってしまいます。全国どこで暮らすことになっても、また、どのようなシス

テムを使っていても継続して医療や介護サービスが受けられるようにするためには、標準

化された情報連携が可能となる共通基盤を整えることが必要となります。 

本報告書は、在宅医療と介護の連携のための情報システムの共通基盤のあり方を検討し、

「在宅医療と介護の連携における情報システムの適切な利用を促進するためのガイドライ

ン（草案）」としてまとめたものです。 
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３ 標準的な共有情報のあり方 

３-１共有情報における基本的な考え 

３-１-１情報共有の標準化に向けて 

 

在宅医療と介護の連携に有効な共有情報を標準項目として特定するのは非常に難しい。

それはどのような情報を共有すると効果があるのかは患者の状態等によって異なることが

多いため必要な共有情報は固定ではなく変動するからである。 

しかし、いずれ他の関係者が保有している情報を必要になるかもしれないからといって、

常に情報を共有できるようにしておくことは負担が大きくて非現実的である。一方で、必

要な時に情報を共有したいと思ってもその情報を持っている関係者が共有できるように準

備しておかないと共有できないことも考えられる。 

 

また、共有情報が標準化されたからといって、共有するために必ず対処しなければなら

ないことで各現場の負担が増えて困らないようにしなければならない。そして情報システ

ムを利用した情報共有の標準化をしても、実際の現場では紙（帳票等）による情報共有も

行われていることも考慮して、情報システムを活用した運用と紙を活用した運用を整合性

のある実用に配慮した共有情報の標準化を基本的な方針として進めていかなければならな

い。 

 

このため共有情報の標準化は、共有する情報を一律的に決めることではなく状況に応じ

て柔軟に必要な共有情報を選択できるようにする必要がある。 

 

また、今後は、情報システムによる情報共有がある程度成熟した段階では、患者の病状

（がん、糖尿病、脳卒中、急性心筋梗塞）や生活環境（認知症、独居、生活保護）などの

状況によって、どのような情報を共有するとよいのかを実績から抽出された標準モデルが

できるとよい。 

 

さらに共有情報の標準化によって、様々な情報システムは標準仕様に準拠して共通基盤

を活用することで、在宅医療と介護に関する共有情報の共有は実現できる。情報システム

を提供するベンダー各社は情報システムの標準化に取り組みユーザーのニーズに応えるよ

う期待する。 
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図表 ３-1 患者の状況に応じた共有情報と関係職種 
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３-１-２ 共有情報の種類 

 

在宅医療と介護の連携において、必要な共有情報は、数多く多岐に及び共有情報は標準

化されたシームレスな対応が求められる。そのため、連携が必要な地域や在宅医療及び介

護の関係者、利用する情報システムについては必要な共有情報を連携できる環境を整える

必要がある。 

 

共有情報は、その時々における患者の状態や関係者の業務手順、内容等によって必要な

情報の内容や取り扱いが異なり、実際に必要となる情報は標準的で定型的な共有情報だけ

では困ることが考えられます。そのため各地域の現場の実情に応じて共有情報を選択でき

るような柔軟な共有情報のあり方を考える必要がある。 

 

 

 

共有情報は、バイタルサインのように患者の状態等によって頻繁に変化する情報もある

が、一方で氏名や住所などのようにあまり変化しない情報もある。また、既往歴などのよ

うに過去の情報やケアプランなどのように今後の計画に関する情報もある。 

そのため共有情報を取り扱う場合には、その情報の性質を踏まえて対応する必要がある。

頻繁に変化する情報を共有する場合には、最新の情報をいつも関係者が共有する必要があ

るのか、また、情報を更新する入力作業が負担にならないか等について、チエックしてお

く必要がある。 

 

また、患者の状態等によって変化する情報については、その変化の頻度や入力作業の負

担に関係なく情報を迅速に共有して必要な処置やケアをしなければならない場合もある。

そのためどのような情報を共有するのかについては、患者を担当する関係者がよく話し合

って決める必要がある。また、共有する情報だけでなく共有の方法や利用環境についても

影響があるのでよく検討する。 
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標準的な共有情報（２３７種類） 

標準的な共有情報の決定にあたっては、全国の先進事例や職能団体、有識者の意見など

を参考にして２３７種類の情報項目が抽出された。 

その共有情報は大別すると「患者属性」、「住居・家族」、「医療」、「介護・生活」、「診療・

ケア」の５分類に分けることができる。 

 

        …… ８６項目 

 

 >  在宅医療と介護の連携に必要な最小限の情報共有 

  >  在宅療養の開始時や患者の容態や生活等に重大な変化が生じた時に共有する 

>  これまで帳票や電話、Fax 等による情報の共有がされている 

 

        …… １５１項目 

 

>  患者に対するきめ細かな在宅療養の見守り体制を強化する段階に共有する 

  >   さらなる医療・ケアの充実や業務効率の効果化をめざして共有する 

 

図表 ３-2 共有情報の種類 

 

基本情報 

選択情報 
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３-２ 共有情報の標準化 

３-２-１ 患者属性に関する情報項目 

(1) 説明 

 患者属性に関する情報項目としては３３種類ある。このうち医療と介護の連携に必要な

最小限の「基本情報」に分類される情報項目は１５種類あり、情報共有する上で欠かせな

い氏名などの情報がある。また、「選択情報」に分類される情報項目としては１８種類ある。  

 なお、これらの情報は、最初に登録されたあとはあまり変化しない情報が殆どである。 

 

(2) 使う場面（例） 

患者が医療や介護サービスを利用するときに使う 

 患者の住所を確認する 

 患者に連絡する 

 医療や介護保険の資格要件を確認する 

 障害や介護、生活保護の状況を確認する 

 

(3) 情報の登録及び変更・削除 

① 情報源 

 医療保険証／介護保険証 

 障害手帳 

 看護サマリ／退院時情報提供書 

 その他 （患者や家族からの聞き取りなど） 

② 頻度・時期 

 新 規 登 録 ： 退院や通院困難で在宅療養を開始するときに登録する 

 変更・削除 ： 変更時 訪問時等において確認したとき 
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